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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の改正について（案） 

 

１ 経緯 

 農薬取締法（昭和23年法律第82号。以下「法」という。）では、農薬の登録制度

を設けることにより、効果があり、人の健康や環境に対して安全と認められたもの

だけを農薬として登録し、製造・販売・使用できるようにするとともに、「農薬を使

用する者が遵守すべき基準を定める省令（平成15年農林水産省・環境省令第５

号）」により、農薬の安全かつ適正な使用を確保しているところである。 

 農薬取締法の一部を改正する法律（平成30年法律第53号）による法の改正に伴

い本省令を以下の方向で改正する。 

 

２ 改正のポイント 

（１）農薬使用者の責務（第１条） 

法律の用語と平仄を合わせるための改正を行う。 

例えば、本条第５号の「水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しい

ものとならないようにする」との規定について、改正後の法第４条の規定になら

い、「水産動植物」を「生活環境動植物」と改める。 

 

（２）表示事項の遵守（第２条第２項) 

芝、樹木等の非食用農作物に農薬を使用するときも、農薬の表示事項に従って

安全かつ適正に使用することを努力義務として明記する。 

 

（３）航空機による農薬使用計画書の提出対象の拡大（第４条） 

農薬使用計画書の提出については、これまで、航空機（有人ヘリコプター）の

みを対象としていたが、今般、無人航空機の利用が拡大したことから、無人航空機

（無人ヘリコプターやドローン等）も対象とする。 

 

（４）ゴルフ場における農薬流出防止のための措置（第５条） 

ゴルフ場における農薬使用については、従前より環境省も技術的助言を行って

きたことから、農薬使用計画書を、農林水産大臣に加えて環境大臣にも提出するよ

う改める。 

資料２ 
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加えて、ゴルフ場外への農薬の流出防止措置について、努力義務として明記す

る。 

 

（５）住宅地等の定義の明確化（第６条） 

農薬の飛散防止措置を講ずるべき住宅地等について、住宅地の他、学校や保育

所、病院、公園等が含まれることを明確化する。 

 

（６）水田における農薬使用時の止水の実施（第７条） 

従前より、水田で農薬を使用する際は、全ての農薬について、水田における流

出防止措置を講じるよう指導を行ってきたことから、対象となる農薬を個別に規定

することを廃止する。 

 

（７）被覆を要する農薬の見直し（第８条） 

臭化メチルについて、オゾン層保護に関するモントリオール議定書に基づき、

国内における臭化メチルの土壌くん蒸用途が全廃され（2012年）、現在は、検疫用

途のみの使用方法となっていることから、被覆を要する農薬の対象から削除する。 

 

 

３ 今後の予定 

• ９月１４日（金） 農業資材審議会への意見聴取、その後、厚生労働大臣への意

見聴取 

• パブリックコメントを経て本省令を改正し、改正法施行の日（公布日から６月以

内。ただし、（１）の生活環境動植物に係る規定の改正は公布日から２年以内）か

ら施行。（３）及び（４）の農薬使用計画書の提出については、平成31年４月 1

日から適用。
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（参考） 
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 

   （平成 15 年 3 月 7 日 農林水産省・環境省令第５号） 
 

（農薬使用者の責務）  

第一条  農薬を使用する者（以下「農薬使用者」という。）は、農薬の使用に関し、次に掲げる責務を

有する。 

一  農作物等に害を及ぼさないようにすること。 

二  人畜に危険を及ぼさないようにすること。 

三  農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生

じないようにすること。 

四  農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原因となって

人畜に被害が生じないようにすること。 

五  水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとならないようにすること。 

六  公共用水域（水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第二条第一項に規定する公共

用水域をいう。）の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水（その汚濁により汚染される水産

動植物を含む。）の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。 

 

（表示事項の遵守） 

第二条  農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等（以下「食用農作物等」という。）に農

薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 

一  適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。 

二  付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。 

三  農薬取締法施行規則（昭和二十六年農林省令第二十一号。以下「規則」という。）第七条第二項

第二号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。 

四  規則第七条第二項第三号に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しないこと。 

五  規則第七条第二項第四号に規定する生育期間において、次のイ又はロに掲げる回数を超えて農

薬を使用しないこと。 

イ  種苗法施行規則（平成十年農林水産省令第八十三号）第二十三条第三項第一号に規定する使

用した農薬中に含有する有効成分の種類ごとの使用回数の表示のある種苗を食用農作物等の生

産に用いる場合には、規則第七条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使

用回数から当該表示された使用回数を控除した回数 
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ロ  イの場合以外の場合には、規則第七条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごと

の総使用回数 

２ 農薬使用者は、農薬取締法第七条第十二号に規定する最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないよ

う努めなければならない。 

 

（くん蒸による農薬の使用） 

第三条  農薬使用者（自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。）は、くん蒸に

より農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項

を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとすると

きも、同様とする。 

一  当該農薬使用者の氏名及び住所 

二  当該年度のくん蒸による農薬の使用計画 

 

（航空機を用いた農薬の使用） 

第四条  農薬使用者は、航空機（航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第一項に規定す

る航空機をいう。）を用いて農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日ま

でに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これ

を変更しようとするときも、同様とする。 

一  当該農薬使用者の氏名及び住所 

二  当該年度の航空機を用いた農薬の使用計画 

２ 前項の農薬使用者は、航空機を用いて農薬を使用しようとする区域（以下「対象区域」という。）

において、風速及び風向を観測し、対象区域外に農薬が飛散することを防止するために必要な措置

を講じるよう努めなければならない。 

 

（ゴルフ場における農薬の使用） 

第五条  農薬使用者は、ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとす

る最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければな

らない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

一  当該農薬使用者の氏名及び住所 

二  当該年度のゴルフ場における農薬の使用計画 
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（住宅地等における農薬の使用） 

第六条  農薬使用者は、住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農薬を使用するとき

は、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

 

（水田における農薬の使用） 

第七条  農薬使用者は、水田において別表第一に掲げる農薬を使用するときは、当該農薬が流出する

ことを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

 

（被覆を要する農薬の使用） 

第八条  農薬使用者は、別表第二に掲げる農薬を使用するときは、農薬を使用した土壌から当該農薬

が揮散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

 

（帳簿の記載） 

第九条  農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければ

ならない。 

一  農薬を使用した年月日 

二  農薬を使用した場所 

三  農薬を使用した農作物等 

四  使用した農薬の種類又は名称 

五  使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数 

 

別表第一（第七条関係）  

一 Ｓ―（四―クロロベンジル）―Ｎ・Ｎ―ジエチルチオカーバメート（別名ベンチオカーブ又はチオベンカルブ）を

含有する製剤 

二 二―アミノ―三―クロロ―一・四―ナフトキノン（別名ＡＣＮ）を含有する製剤 

三 三―アリルオキシ―一・二―ベンゾイソチアゾール―一・一―ジオキシド（別名プロベナゾール）を含有する製

剤 

四 二―イソプロピルフェニル―Ｎ―メチルカーバメート（別名ＭＩＰＣ又はイソプロカルブ）を含有する製剤 

五 二―メチル―四―クロロフェノキシ酢酸エチル（別名ＭＣＰＡエチル）を含有する製剤 

六 二―メチル―四―クロロフェノキシチオ酢酸―Ｓ―エチル（別名ＭＣＰＡチオエチル）を含有する製剤 

七 二―メチル―四―クロロフェノキシ酢酸ナトリウム（別名ＭＣＰＡナトリウム塩）を含有する製剤 

八 エチル＝五―（四・六―ジメトキシピリミジン―二―イルカルバモイルスルファモイル）―一―メチルピラゾール

―四―カルボキシラート（別名ピラゾスルフロンエチル）を含有する製剤 
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九 Ｏ―エチル―Ｏ―（三―メチル―六―ニトロフェニル）セコンダリーブチルホスホロアミドチオエート（別名ブタミ

ホス）を含有する製剤 

十 Ｓ―エチルヘキサヒドロ―一Ｈ―アゼピン―一―カーボチオエート（別名モリネート）を含有する製剤 

十一 （一ＲＳ・二ＳＲ・四ＳＲ）―一・四―エポキシ―ｐ―メンタ―二―イル＝二―メチルベンジル＝エーテル（別名

シンメチリン）を含有する製剤 

十二 Ｓ―四―クロロ―Ｎ―イソプロピルカルバニロイルメチル＝Ｏ・Ｏ―ジメチル＝ホスホロジチオアート（別名ア

ニロホス）を含有する製剤 

十三 三―（四―クロロ―五―シクロペンチルオキシ―二―フルオロフェニル）―五―イソプロピリデン―一・三―

オキサゾリジン―二・四―ジオン（別名ペントキサゾン）を含有する製剤 

十四 四′―クロロ―二′―（α―ヒドロキシベンジル）イソニコチンアニリド（別名イナベンフィド）を含有する製剤 

十五 （ＲＳ）―二―［二―（三―クロロフェニル）―二・三―エポキシプロピル］―二―エチルインダン―一・三―ジ

オン（別名インダノファン）を含有する製剤 

十六 四―（二―クロロフェニル）―Ｎ―シクロヘキシル―Ｎ―エチル―四・五―ジヒドロ―五―オキソ―一Ｈ―テト

ラゾール―一―カルボキサミド（別名フェントラザミド）を含有する製剤 

十七 （Ｅ）―（Ｓ）―一―（四―クロロフェニル）―四・四―ジメチル―二―（一Ｈ―一・二・四―トリアゾール―一―

イル）ペンタ―一―エン―三―オール（別名ウニコナゾールＰ）を含有する製剤 

十八 （二ＲＳ・三ＲＳ）―一―（四―クロロフェニル）―四・四―ジメチル―二―（一Ｈ―一・二・四―トリアゾール―

一―イル）ペンタン―三―オール（別名パクロブトラゾール）を含有する製剤 

十九 一―（二―クロロベンジル）―三―（一―メチル―一―フェニルエチル）ウレア（別名クミルロン）を含有する製

剤 

二十 三―（二―クロロ―四―メシルベンゾイル）―二―フェニルチオビシクロ［三・二・一］オクタ―二―エン―四

―オン（別名ベンゾビシクロン）を含有する製剤 

二十一 二―メチル―四―クロロフェノキシ酪酸エチル（別名ＭＣＰＢエチル）を含有する製剤 

二十二 Ｏ・Ｏ―ジイソプロピル―Ｓ―ベンジルチオホスフェート（別名ＩＢＰ）を含有する製剤 

二十三 Ｎ・Ｎ―ジエチル―三―メシチルスルホニル―一Ｈ―一・二・四―トリアゾール―一―カルボキサミド（別名

カフェンストロール）を含有する製剤 

二十四 一―［二―（シクロプロピルカルボニル）アニリノスルホニル］―三―（四・六―ジメトキシピリミジン―二―イ

ル）尿素（別名シクロスルファムロン）を含有する製剤 

二十五 二′・三′―ジクロロ―四―エトキシメトキシベンズアニリド（別名エトベンザニド）を含有する製剤 

二十六 （ＲＳ）―二―（二・四―ジクロロ―ｍ―トリルオキシ）プロピオンアニリド（別名クロメプロップ）を含有する製

剤 

二十七 二―［四―（二・四―ジクロロ―ｍ―トルオイル）―一・三―ジメチルピラゾール―五―イルオキシ］―四′

―メチルアセトフェノン（別名ベンゾフェナップ）を含有する製剤 

二十八 三―［一―（三・五―ジクロロフェニル）―一―メチルエチル］―三・四―ジヒドロ―六―メチル―五―フェ

ニル―二Ｈ―一・三―オキサジン―四―オン（別名オキサジクロメホン）を含有する製剤 

二十九 二・四―ジクロロフェノキシ酢酸エチル（別名二・四―ＰＡエチル又は二・四―Ｄエチル）を含有する製剤 

三十 二―［四―（二・四―ジクロロベンゾイル）―一・三―ジメチルピラゾール―五―イルオキシ］アセトフェノン（別

名ピラゾキシフェン）を含有する製剤 
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三十一 四―（二・四―ジクロロベンゾイル）―一・三―ジメチル―五―ピラゾリル―ｐ―トルエンスルホネート（別名

ピラゾレート）を含有する製剤 

三十二 二・三―ジヒドロ―三・三―ジメチルベンゾフラン―五―イル＝エタンスルホナート（別名ベンフレセート）を

含有する製剤 

三十三 二′・六′―ジブロモ―二―メチル―四′―トリフルオロメトキシ―四―トリフルオロメチル―一・三―チア

ゾール―五―カルボキスアニリド（別名チフルザミド）を含有する製剤 

三十四 Ｏ・Ｓ―ジメチル―Ｎ―アセチルホスホロアミドチオエート（別名アセフェート）を含有する製剤 

三十五 Ｓ′・Ｓ′―ジメチル＝二―ジフルオロメチル―四―イソブチル―六―トリフルオロメチルピリジン―三・五

―ジカルボチオアート（別名ジチオピル）を含有する製剤 

三十六 一―（α・α―ジメチルベンジル）―三―（パラトリル）尿素（別名ダイムロン）を含有する製剤 

三十七 三―（ジメトキシホスフィニルオキシ）―Ｎ―メチル―シス―クロトンアミド（別名モノクロトホス）を含有する製

剤 

三十八 一―（四・六―ジメトキシ―一・三・五―トリアジン―二―イル）―三―［二―（二―メトキシエトキシ）フェニ

ルスルホニル］尿素（別名シノスルフロン）を含有する製剤 

三十九 一―（四・六―ジメトキシピリミジン―二―イル）―三―（二―エトキシフェノキシスルホニル）尿素（別名エト

キシスルフロン）を含有する製剤 

四十 一―（四・六―ジメトキシピリミジン―二―イル）―三―［一―メチル―四―（二―メチル―二Ｈ―テトラゾール

―五―イル）ピラゾール―五―イルスルホニル］尿素（別名アジムスルフロン）を含有する製剤 

四十一 一・二・五・六―テトラヒドロピロロ［三・二・一―ｉｊ］キノリン―四―オン（別名ピロキロン）を含有する製剤 

四十二 α―（二―ナフトキシ）プロピオンアニリド（別名ナプロアニリド）を含有する製剤 

四十三 二―メチルチオ―四・六―ビス（エチルアミノ）―ｓ―トリアジン（別名シメトリン）を含有する製剤 

四十四 ブチル＝（Ｒ）―二―［四―（四―シアノ―二―フルオロフェノキシ）フェノキシ］プロピオナート（別名シハロ

ホップブチル）を含有する製剤 

四十五 二―セコンダリーブチルフェニル―Ｎ―メチルカーバメート（別名ＢＰＭＣ）を含有する製剤 

四十六 Ｏ―三―ｔｅｒｔ―ブチルフェニル＝六―メトキシ―二―ピリジル（メチル）チオカルバマート（別名ピリブチカ

ルブ）を含有する製剤 

四十七 二―クロロ―二′・六′―ジエチル―Ｎ―（ブトキシメチル）アセトアニリド（別名ブタクロール）を含有する

製剤 

四十八 （ＲＳ）―二―ブロモ―Ｎ―（α・α―ジメチルベンジル）―三・三―ジメチルブチルアミド（別名ブロモブチ

ド）を含有する製剤 

四十九 Ｓ―ベンジル＝一・二―ジメチルプロピル（エチル）チオカルバマート（別名エスプロカルブ）を含有する製

剤 

五十 Ｏ・Ｏ―ジイソプロピル―二―（ベンゼンスルホンアミド）エチルジチオホスフェート（別名ＳＡＰ又はベンスリ

ド）を含有する製剤 

五十一 二―ベンゾチアゾール―二―イルオキシ―Ｎ―メチルアセトアニリド（別名メフェナセット）を含有する製剤 

五十二 メチル＝三―クロロ―五―（四・六―ジメトキシピリミジン―二―イルカルバモイルスルファモイル）―一―メ

チルピラゾール―四―カルボキシラート（別名ハロスルフロンメチル）を含有する製剤 

五十三 五―（二・四―ジクロロフェノキシ）―二―ニトロ安息香酸メチル（別名ビフェノックス）を含有する製剤 
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五十四 メチル＝二―（四・六―ジメトキシピリミジン―二―イルオキシ）―六―（一―メトキシイミノエチル）ベンゾエ

ート（別名ピリミノバックメチル）を含有する製剤 

五十五 メチル＝α―（四・六―ジメトキシピリミジン―二―イルカルバモイルスルファモイル）―ｏ―トルアート（別

名ベンスルフロンメチル）を含有する製剤 

五十六 二―メチルチオ―四―エチルアミノ―六―（一・二―ジメチルプロピルアミノ）―ｓ―トリアジン（別名ジメタメ

トリン）を含有する製剤 

五十七 Ｓ―（二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル）―Ｏ・Ｏ―ジ―ｎ―プロピルジチオホスフェート

（別名ピペロホス）を含有する製剤 

五十八 Ｓ―一―メチル―一―フェニルエチル＝ピペリジン―一―カルボチオアート（別名ジメピペレート）を含有

する製剤 

五十九 メチル＝Ｎ―（二―メトキシアセチル）―Ｎ―（二・六―キシリル）―ＤＬ―アラニナート（別名メタラキシル）

を含有する製剤 

六十 （Ｅ）―二―メトキシイミノ―Ｎ―メチル―二―（二―フェノキシフェニル）アセトアミド（別名メトミノストロビン）を

含有する製剤 

六十一 （ＲＳ）―七―（四・六―ジメトキシピリミジン―二―イルチオ）―三―メチル―二―ベンゾフラン―一（三Ｈ）

―オン（別名ピリフタリド）を含有する製剤 

六十二 （ＲＳ）―二―（四―フルオロフェニル）―一―（一Ｈ―一・二・四―トリアゾール―一―イル）―三―トリメチ

ルシリルプロパン―二―オール（別名シメコナゾール）を含有する製剤 

六十三 三′―クロロ―四・四′―ジメチル―一・二・三―チアジアゾール―五―カルボキサニリド（別名チアジニ

ル）を含有する製剤 

六十四 五―ｔｅｒｔ―ブチル―三―（二・四―ジクロロ―五―イソプロポキシフェニル）―一・三・四―オキサジアゾ

ール―二（三Ｈ）―オン（別名オキサジアゾン）を含有する製剤 

六十五 Ｏ・Ｏ―ジエチル―Ｏ―（三―オキソ―二―フェニル―二Ｈ―ピリダジン―六―イル）ホスホロチオエート

（別名ピリダフェンチオン）を含有する製剤 

六十六 Ｎ―トリクロロメチルチオテトラヒドロフタルイミド（別名キャプタン）を含有する製剤 

六十七 （二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六）―ジエチルチオホスフェート（別名ダイアジノン）を含有す

る製剤 

 

別表第二（第八条関係）  

一 クロルピクリンを含有する製剤 

二 臭化メチルを含有する製剤 

 

付録 （略） 

 


